
   
 

 

問合せ 

健康推進課 （地域保健係／保健指導調整担当） 

課 長： 北野澤（きたのざわ）         03-3455-4427 

係 長： 福 田（ふくだ）／ 新 井（あらい） 03-6400-0084  

ここが 

ポイント 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目

のない支援のさらなる充実を図るた

め、産婦健診、1 か月児健診、5 歳児

健診を新たに開始します。 

区 分 

□ 新規 
□ 臨時（□ 新規・□ 継続） 

■ レベルアップ 

□ 継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

産婦健診、１か月児健診、５歳児健診の実施 

事業名 乳幼児健康診査 

資料 25 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 

港区令和８年度予算案記者発表 

  産婦健診、１か月児健診、５歳児健診の実施 概要 

 

これまで区では、母子保健法に基づく各健康診査を実施してきましたが、今回新

たに、産後の初期段階の母体の支援を目的とした産婦健診、先天性疾患早期発見等

を目的とした１か月児健診および就学時の子どもの特徴を把握し必要な支援につ

なげることを目的とした５歳児健診を開始します。 

既に実施している産後母子ケア事業に加え、妊産婦健康診査や乳幼児健康診査の充実を

図ることにより、妊娠期から子育て期にわたる支援を強化します。 

健診後は、児童発達支援センターや教育 

センターなどの相談窓口につなぐほか、 

保護者の同意の上、在籍している幼稚園や

保育園等と情報を共有します。 

フォローアップ体制を整えます 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

産婦健診 

１か月児 

健診 

５歳児 

健診 

  

・令和８年４月～９月 

償還払いによる助成 

・10 月以降 

受診券による助成 

対 象 出産後間もない時期の産婦 

費 用 １回あたり 5,000 円助成 ※２回まで 

対 象 １か月児 

費 用 １回あたり上限 6,000 円助成  

対 象 年度内に５歳になる幼児

費 用 無料 

一次健診：区内指定医療機関／二次健診：みなと保健所 


